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地区公民館の取扱いについて（通知） 

 

町（地区）単位の会議等の用に供する建築物（以下「地区公民館」という。）の取扱いについて

は、下記のとおりとする。 

記 

１ 地区公民館の定義 

  本通知の適用を受ける地区公民館は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

 ⑴ 利用者が原則として地区住民であること 

⑵ 借用目的が主として地区住民の集会、会議であること（地区住民の葬儀等を含む。） 

⑶ 興行目的での使用がないこと 

２ 項の判定 

  次の要件を満たす地区公民館については、消防法施行令別表第１（１５）項の防火対象物とし

て取り扱う。 

⑴ 延べ面積が１，０００㎡未満で２階建て以下であること 

 ⑵ 各居室から地上又は安全な屋外へ通じる２方向以上の避難経路が確保されていること 

３ 収容人員の算定について 

  消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第１条の３（１５）項に掲げる防火対象物によ

る算定方法とする。 

４ 留意事項 

  項の判定にあたっては、地区公民館としての定義及び本通知の適用を受ける条件等への適合状

況を十分に確認するとともに、当該防火対象物の使用実態、社会通念、規制目的を考慮したうえで、

火災予防上の実態に即して判断するものであること。 

５ 運用に伴う経過措置 

  この通知に基づく運用に際し、現に存する地区公民館に既に設置されている消防用設備等のう

ち、法令による設置義務が生じなくなったものの取扱いについては、関係者の任意に基づき適切

に維持管理が行われるよう努めて指導するものとする。 

 

最終改正：平成３０年３月２０日 
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地区公民館の取扱い 

項  目 延べ面積５００㎡未満 延べ面積５００㎡以上１，０００㎡未満 

項の判定 
【令別表第１】 

（１５）項 

防
火
管
理 

収容人員の算定 
【規則第１条の３】 

規則第１条の３の表 
（１５）項に掲げる防火対象物による。 

防火管理 
【法第８条】 

収容人員５０人以上 
（乙種防火対象物） 

収容人員５０人以上 
（甲種防火対象物） 

防火対象物の点検及び
報告 
【法第８条の２の２】 

義務なし 

避難上必要な施設等の
管理 
【法第８条の２の４】 

義務あり 

防炎対象物品の使用 
【法第８条の３】 

義務なし 

消
防
用
設
備
等 

消火器具 
【令第１０条】 

設置基準 
・延べ面積が３００㎡以上のもの 
・地階又は無窓階で床面積が５０㎡以上のもの 

屋内消火栓設備 
【令第１１条】 

義務なし  ※地階・無窓階は床面積２００㎡以上で義務設置 

自動火災報知設備 
【令第２１条】 

義務なし  ※地階・無窓階は床面積３００㎡以上で義務設置 

漏電火災警報器 
【令第２２条】 

≪設置基準≫ 
間柱、根太、野縁若しくはその下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入
りの壁、床、天井を有するもので、契約電流容量が５０㌂を超えるもの 

消防機関へ通報する火
災報知設備 
【令第２３条】 

義務なし 

非常警報設備 
【令第２４条】 

≪設置基準≫ 
・収容人員５０人以上で義務設置 
・地階又は無窓階は２０人以上で義務設置 
※２００㎡以下の小規模対象物は、県下特例基準の適用有 

避難器具 
【令第２５条】 

≪設置基準≫ 
・地階で収容人員が１００人以上 

誘導灯 
【令第２６条】 

≪設置基準≫ 
・地階又は無窓階 
・誘導標識は義務設置 

検
査
・
点
検 

設置届出・検査 
【令第３５】 

不要 
※使用開始届に基づく検査を除く 

要 

設備点検及び報告 
【規則第３１条の６】 

・点検は１年以内で告示に定める期間ごとに実施 
・報告は３年に１回 

備考 本表の適用は、通知に示す各要件を満たす地区公民館に限る。 

 


